
 

高知県宿毛市地域おこし協力隊募集要項（スポーツ振興事業） 

 

 宿毛市は四国西南地域に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、一年を通じてとても

暮らしやすいところです。 

 宿毛市では、平成２６年度にスポーツ振興室を新たに設置し、スポーツ振興に力を入れて

取り組んでおります。陸上競技場、体育館、グランドが一体となった宿毛市総合運動公園や、

雨天練習場を併設した宿毛市野球場などがあり、さまざまな種目を実施することが出来ます。   

今後市民が、スポーツに興味を持ち、誰もがスポーツに取り組むまちづくりを推進するた

め、「地域おこし協力隊」を募集します。 

 

１．募集人員  １名 

 

２．活動内容   宿毛市、市民、関係団体と連携しながら次に掲げる活動を行う。 

 （１）地域のスポーツ振興のため、幼児から高齢者までを対象としたスポーツサークルな 

どの企画・立案・指導・補助 

 （２）スポーツ施設の利用促進のための取り組み 

 （３）各種スポーツ団体への活動支援 

 （３）健康増進や、体力向上プログラム等の計画・提案などの取り組み 

 （４）その他市長が必要と認めた活動 

 

３．募集対象  下記（１）～（８）全ての用件を満たす方 

 （１）３大都市圏をはじめとする都市地域等から宿毛市へ住民票を異動させて生活が 

   できる方 

 （２）地域住民と積極的にコミュニケーションを図り、精力的に行動できる方 

 （３）心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる方 

 （４）協力隊終了後も宿毛市に定住する意思のある方 

 （５）普通自動車運転免許を取得し、日常的に利用されている方 

 （６）パソコン（ワード、エクセル、インターネット、Ｅメールなど）を日常的に 

   利用されている方 

 （７）市の条例及び規則等を遵守し勤務命令等に従うことができる方 

 （８）地方公務員法第 16 条の欠格事項に該当しない方 

 

４．勤務地（活動地域） 

     宿毛市内 １名 

    住宅については、市が紹介しますが、家賃・光熱費等については自己負担となりま

す。（家賃補助あり） 

 

５．勤務日数、時間 

 活動日数 原則週４日 

 活動時間 原則８時３０分から１７時１５分まで（１日７時間４５分） 



 ※夜間、土日等の勤務は、週勤務時間内で振替対応となります。 

 

６．雇用期間 

 （１）年度ごとに委嘱することができるものとし、最長３年まで延長することができるも

のとします。 

 （２）協力隊員としてふさわしくないと判断したとき等は、雇用期間中であっても委嘱を 

   取り消すことができるものとします。 

 

７．報償 

 月額 １６５，０００円  

 ※ 別途月額２０，０００円を上限に家賃を補助します。 

 ※ 賞与・時間外手当・退職手当等はありません。 

※ 上記の金額より税、社会保険料等の自己負担分が差し引かれます。 

    

８．社会保険の適用 

 健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険に加入します。 

 

９．応募手続 

 （１）提出書類 

   ・履歴書（市販のもので可。写真添付） 

   ・作文（Ａ４サイズで書式自由。パソコンでの作成可） 

    ※題名「宿毛市の地域おこし協力隊としてできること、やりたいこと」 

    について、1,000 文字程度で作文を作成してください。 

 （２）申し込み・お問い合わせ先 

   〒788-０７８５ 高知県宿毛市山奈町芳奈４０２４   

宿毛市生涯学習課スポーツ振興室 

   電話 0880-6６-１４６７ メールアドレス taiiku-z@city.sukumo.lg.jp 

 

１０．選考 

  （１）第１次選考 

     書類選考の上、結果を応募者全員に文書で通知します。 

  （２）第２次選考 

     第１次選考合格者を対象に第２次選考試験を行います。日時及び会場等の詳細に

ついては第１次選考結果の通知の際にお知らせします。なお、 

    第２次選考試験に要する交通費及び宿泊費等は個人負担となります。 

  （３）最終選考結果の報告 

    最終結果は、文書で全員に通知します。 

 ※住民票の異動は必ず委嘱日以降に行ってください。 

 それ以前に住所を異動させると応募対象者でなくなり採用取り消しとなる場合があります。 


